
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

ほっとママクラブ 幸せ発見イベント
【保育所】10:00～11:30 （SEA  HOUSE）

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

日 月 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

6 7 8 9 10 11 12

人権･行政相談 中学校卒業式
【村民会館】10:00～15:00 9:30～

プール村内小中学生無料 てんぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

13 14 15 16 17 18 19

ほっとママクラブ 所得税確定申告期限 幼稚園卒園式 10:00～
【保育所】10:00～11:30

芸西村交通安全の日

プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

20 21 22 23 24 25 26

春分の日 振替休日 県民交通安全の日 小学校卒業式 9:30～11:00 幼・小・中修了式 保育所修了式 10:00～

乳児健診【保健センター】 心配ごと相談所 小・中離任式
12:45～受付 【村民会館】 芸西村集落活動センター設立

10：00～12：00/13：00～15：00

プール女性サービスデー
除幕式16：00～

　特別収集日 プール村内小中学生無料
12：00～16：00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30 31
げいせい桜まつり 献血【保健センター】

【桜ヶ丘公園】10:00～ 10:00～12:30/13:30～15:30

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池

金 土

1 2

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9

保育所入所式  10:00～ 春の交通安全運動 幼稚園入園式  9:00～ 幼・小・中給食開始
6日～15日 中学校入学式 10:00～

小学校入学式 13:30～

幼・小・中 始業式

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

10 11 12 13 14 15 16
芸西村交通安全の日

県民交通安全の日

てんぷら油収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン 可燃ごみ・生ごみ

17 18 19 20 21 22 23

県民交通安全の日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ 　カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

24 25 26 27 28 29 30

心配ごと相談所 昭和の日

【村民会館】 　　　５月２日（月）
10：00～12：00/13：00～15：00

　　軽自動車税

　　固定資産税
可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン

芸西病院
３３－３８３３

森澤病院
３４－１１５５

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

尾木医院
３４－３１５５

高齢者
給食サービス

第9回ヨコハマタイヤゴルフトーナメント

3/11～13【土佐カントリークラブ】

PRGRレディースカップ

国保被保険者証交換 3/2４～

急病時の対応を相談するならこうちこども救急ダイヤル＃８０００
または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。
●受付：365日 夜8時～深夜1時

お近くに受診できる医療機関がない場合は
高知県救急医療情報センター０８８－８２５－１２９９
診療が必要と思われる場合は急患センターへ
高知市平日夜間小児急患センター ０８８－８７５－５７１９
高知市休日夜間急患センター ０８８－８７５－５７１９

◆児童相談◆
毎週木曜日
保健センター２階
9:00〜12:00

宇都宮内科

３２－０５００

納期限

高齢者
給食サービス

森澤病院
３４－１１５５

芸西病院

３３－３８３３

まつうら内科消化器科
３５－8127 つつい脳神経外科

３４－０２２１

小学校 家庭訪問
4/18 4/20・21・22

東部地域PRイベント
3/12～13 10:00～16:00

【高知駅前こうち旅広場】

東部地域PRイベント

幼稚園 家庭訪問
4/8・4/11・4/12

深谷内科
33-2401

森澤病院
３４－１１５５
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成
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認定特定非営利活動法人 こうち被害者支援センター は、高知県公安

委員会指定の犯罪被害者等早期援助団体です。

●早期援助団体とは・・・

犯罪被害者やその家族・ご遺族が受けた精神的被害等を早期に軽減

し、再び平穏な生活を営むことができるように支援することを目的

とした公安委員会が指定した民間の団体です。

こうち被害者支援センターでは事件や事故の被害者や、その家族の

方々に様々な支援を行っています。専門的な研修を受けた支援員が、

電話・面談相談を受けています。相談・支援は無料です。

一人で悩まず、勇気を出してお電話ください。秘密は必ず守ります。

相談電話 ☎ ０８８ - ８５４ - ７８６７（ナヤムナ）

毎週月～金（10:00～16:00）※土日、祝日、年末年始は休みます

独立行政法人国際協力機構よりお知らせ

『 映画無料上映会＆

ＪＩＣＡボランティア募集

説明会 』

映画「クロスロード」の上映と、海外ボランティアの体験談を

同時実施！ 映画だけの参加も可能です。

日時 ： ４月１６日（土） １３：００ ～ １７：００

（参加無料・申し込み不要・入退室自由・どなたでも参加可）

場所 ： イオンモール高知 ２階 イオンモール

（高知市秦南町１丁目４－８）

❑お問合せ先

独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ四国

TEL 087-821-8824

ホームページ・アドレスhttp//www.jica.go.jp/volunteer/seminar/shikoku/

自動車等運転者表彰

高知県交通安全協会安芸支部の会員にお知らせします。

◎高知県交通安全協会の会員であって、当支部（安芸署）管内に

居住し、自動車又は二輪車（原付を含む）の運転経歴が十年

以上で、七年以上無事故・無違反の方を表彰します。

（但し、過去に交通安全協会の表彰を受けていないこと。）

〇受付期間／３月1日（火）から３月３１日（木）までの間

※但し、土・日・祝日を除く。

午前９時から正午、午後１時から午後５時まで

❑お問合せ先／ 安芸市矢ノ丸2丁目9-2 安芸警察署内

高知県交通安全協会安芸支部 ☎34-4574

平成28年度『自衛官』募集

幹部候補生は、自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官（パイロット要員含む。）として、

必要な知識と技能を習得するため陸・海・空各自衛隊の幹部候補生学校で教育を受けます。

予備自衛官補制度とは、一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、教育訓練

終了後、予備自衛官として任用する制度で、予備自衛官補に採用されると一般公募は3年

以内に50日、技能公募は2年以内に10日間の教育訓練に参加し、必要な 知識・ 技能 を

習得します。

詳しくは自衛隊高知地方協力本部 安芸地域事務所までご連絡下さい。

安芸市本町３丁目１１－５（すまいるあき前２Ｆ）

電 話 ０８８７－３５－２７４９

ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

携帯サイト http://www.mod.go.jp/pco/kochi/itop.htm

募 集 種 目 資 格
受 付 期 間
（締切日必着） 試 験 期 日

幹部候補生

一 般

[

大
卒
程
度
試
験]

22歳以上26
歳未満の者
（20歳以上
22歳未満の
者は大卒
(見込含)
修士課程修
了者等（見
込含）は28
歳未満)

3月1日～5月6日

１次 5月14・15日
（15日は飛行要員のみ）

２次 6月14日～17日

海・空飛行要員のみ
３次 (海) 7月11日

～15日

(空) 7月16日
～8月4日

[

院
卒
者
試
験]

修士課程修
了者等 (見
込含)で、20
歳以上28歳
未満の者

歯科
・

薬剤科

専門の大卒
(見込含)
20歳以上30
歳未満の者
(薬剤は20歳
以上28歳未
満の者)

3月1日～5月6日
１次 5月14日
２次 6月14日～17日

予備自衛官補

一 般
18歳以上34

歳未満の者

1月8日～4月8 日

4月15～19日

※いずれか１日を

指定されます。
技 能

18歳以上で
国家免許資

格等を有す
る者(資格
により53歳
未満～55歳

未満の者)

４月より性暴力被害相談の専用電話（コーラル）開設！

2016年度犯罪被害者支援員養成講座

◆◆講座のお申込み・お問い合わせ◆◆

認定NPO法人 こうち被害者支援センター 事務局

☎ 088-854-7511

秘密

厳守

電話

相談

※ 申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日です。

相続または遺贈等によって財産を取得した人で、その取
得した財産に係る課税価格の合計額が相続税の基礎控除額
（下記計算式により算出された額）を超える場合には、相
続税の申告をする必要があります。

《改正後の基礎控除額》

3,000万円 ＋ （600万円×法定相続人の数）

《計算例：法定相続人が配偶者と子２人の場合》

3,000万円＋（600万円×３人）＝4,800万円（遺産に係る基礎控除額）

国税庁ホームページでは、相続税等の関連情報を集約した特集ページ

「相続税・贈与税特集」を開設しているほか、相続税の申告の要否を

納税者自身が確認できるよう、「相続税の申告要否判定コーナー」を

公開していますので、是非、ご利用ください。


